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連合本部・災害対策救援本部 ボランティア派遣担当班 

電話 03-5295-0555 FAX03-5295-0547（非正規労働センター） 

hiseiki@sv.rengo-net.or.jp 

（岩手で活動される皆さんへ） 

現地バス利用時のお願い 
～ 作業時は雨具を着用 作業後は雨具を脱いで乗車を ～ 

 

岩手県バス協会は、ツツガムシ病、レジオネラ菌などの細菌感染、ダニなどの車内持ち込みを防止するた

め、がれき・家財などの撤去作業を行った時に着用した衣服や靴、帽子などについて、そのまま持ち込まな

いよう、ボランティアに要請しています。 

 

 そのため、連合救援ボランティア・岩手チームについても、作業時に着用した衣服、靴、帽子などについ

て、次の通り扱うこととしました。 

 

１．作業時には、各自で持参した雨具上下を着用する。 
２．作業終了後、バス乗車前に、雨具、靴、帽子などを脱ぎ、ビニール袋に入れる。 

→履き替え用の靴が必要です。 ※袋は現地対策本部で用意します。 
３．ビニール袋は、バスの荷物室で運搬する。 

 

 

 ※今後、他の県でも同様の扱いとなることが想定されます。したがって、活動に参加される方は、すでに

ご案内している「雨具上下」に加えて、「履き替え用の靴」をご準備頂くようお願いいたします。 

 

                                                

 

内閣官房 連合ボランティアの休暇取得で文書を発出 
 

 4 月 11 日付で、内閣官房・震災ボランティア連携室長名で文書が出されています。内容は、連合が実施

している救援ボランティア活動に参加する皆さんの休暇取得について配慮を求めるものです。 

 年次有給休暇については労働基準法によって取得権がありますが、ボランティア休暇については取得要件

を定めている場合があります。今回の文書は、長期に年休を取得する場合への理解促進や、ボランティア休

暇を取得する上での必要書類の一つとしてご活用ください（別途「＠れんごう」でも発信します）。 
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福 島                                   

 
●福島拠点（活動地域：相馬市、郡山市） 

【4/11】相馬市の市民会館での物資仕分け・運搬、住宅から家具搬出を実施。 

 

●会津拠点（活動地域：会津若松市、いわき市） 

【4/11】会津若松では、前日に続いて支援物資センターでの活動。物資の仕分け、整理、配布、受付業務

などを行う。いわきでは、津波を受けた家屋で、家財、農機具、倉庫、物置の片づけを実施。 

 

※作業終了後、拠点に戻る途中で強い余震が発生したが、ケガ等の報告は無し。 

 

【4/12】午前中は、前日発生した余震により作業を見合わせたが、午後から活動を再開。 

 

 「余震が発生していることもあり、作業に入る前の安全確認、避難経路の確認を徹底してい

ます。」 

「民家での作業は、誰の指示を受けてやるべきか迷うことがあります。例えば、家の状況把握

ができていない祖父母の話と、普段は家にいない息子の話、どちらを優先してよいのか･･･」 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地から 

■避難所の受付風景（会津若松） ■避難所には子どものプレイフィールドも設置 
（会津若松） 

■津波で物が散乱し、床もどろどろの物置が、片づけ作業できれいに（いわき） 


